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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位時間あたりに検知手段により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する
計測手段と、
　前記生体が仰向けの姿勢であるか、うつ伏せの姿勢であるか、仰向けでもうつ伏せでも
ない姿勢であるかを示す姿勢情報を取得する加速度センサーと、
　前記姿勢情報と前記心拍数とに基づき前記生体が入眠したか否かを判別する判別手段と
、
　前記判別手段により前記生体が入眠したと判別された場合に、当該判別の時点からの経
過時間に対する前記心拍数の変化から前記生体の睡眠の質を判定する判定手段と、
　を具備することを特徴とする睡眠評価装置。
【請求項２】
　前記加速度センサーは前記生体の体動量情報をさらに取得し、
　前記判別手段は、前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が予め決められた条件を満たし、
且つ、前記生体の体動量情報に示される体動量が閾値未満になったとき、前記生体が入眠
したと判別する
　ことを特徴とする請求項１に記載の睡眠評価装置。
【請求項３】
　前記判別手段は、前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が予め決められた条件を満たし、
且つ、前記計測手段により計測された心拍数が閾値未満になったとき、前記生体が入眠し
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たと判別する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の睡眠評価装置。
【請求項４】
　単位時間あたりに検知手段により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する
計測手段と、
　前記生体の姿勢情報を取得する加速度センサーと、
　前記姿勢情報と前記心拍数とに基づき前記生体が入眠したか否かを判別する判別手段と
、
　前記計測手段により計測された心拍数の移動平均を算出する算出手段と、
　前記判別手段により前記生体が入眠したと判別された場合に、前記算出手段により算出
された心拍数の移動平均の変化から前記生体の睡眠の質を判定する判定手段と、
　を具備することを特徴とする睡眠評価装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、睡眠の質と当該睡眠をしている生体の心拍数の変化パターンとを対応
付けて記録した対応表を取得し、取得した当該対応表に記録された前記変化パターンと前
記計測手段により計測された心拍数の変化パターンとを比較して前記生体の睡眠の質を判
定する
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の睡眠評価装置。
【請求項６】
　前記判別手段は、
　予め決められた時間に亘って前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が仰向けまたはうつ伏
せ状態であり、且つ、前記計測手段により計測された心拍数が閾値未満になったとき、前
記生体が入眠したと判別する
　ことを特徴とする請求項２に記載の睡眠評価装置。
【請求項７】
　前記判別手段は、
　前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が仰向けまたはうつ伏せ状態でない状態であり、且
つ、前記計測手段により計測された心拍数が閾値未満になったとき、前記生体が入眠して
いないと判別する
　ことを特徴とする請求項２または６に記載の睡眠評価装置。
【請求項８】
　前記仰向けの姿勢とは、前記生体が重力方向における上に向かって±１０度の範囲内に
胴体を向けている姿勢であり、
　前記うつ伏せの姿勢とは、前記生体が重力方向における下に向かって±１０度の範囲内
に胴体を向けている姿勢である
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の睡眠評価装置。
【請求項９】
　前記判定手段は、前記心拍数の増減の周期に基づいて前記生体の睡眠の質を判定する
　ことを特徴とする請求項１から８までのいずれか１項に記載の睡眠評価装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、
　前記心拍数の変化の速度が第１閾値以上である場合に前記生体の睡眠の状態が第１状態
に移行していると判定し、
　前記心拍数の変化の速度が第２閾値以上であって第１閾値未満である場合に前記生体の
睡眠の状態が維持されていると判定し、
　前記心拍数の変化の速度が第２閾値未満である場合に前記生体の睡眠の状態が第２状態
に移行していると判定し、
　前記生体の睡眠の状態が移行する回数である移行回数、および各状態が維持される時間
に基づいて、前記生体の睡眠の質を判定する
　ことを特徴とする請求項１から９までのいずれか１項に記載の睡眠評価装置。
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【請求項１１】
　生体の心拍を検知する検知手段と、
　請求項１から１０までのいずれか１項に記載の睡眠評価装置と
　を具備することを特徴とする睡眠評価システム。
【請求項１２】
　生体が仰向けの姿勢であるか、うつ伏せの姿勢であるか、仰向けでもうつ伏せでもない
姿勢であるかを示す姿勢情報を検知する加速度センサーから送信された当該姿勢情報を取
得するコンピューターを、
　単位時間あたりに検知手段により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する
計測手段と、
　前記姿勢情報と前記心拍数とに基づき前記生体が入眠したか否かを判別する判別手段と
、
　前記判別手段により前記生体が入眠したと判別された場合に、当該判別の時点からの経
過時間に対する前記心拍数の変化から前記生体の睡眠の質を判定する判定手段
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠の質を評価する睡眠評価装置、睡眠評価システムおよびプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　健康の指標の一つとして睡眠の質が挙げられる。一般に睡眠はいわゆるノンレム睡眠と
レム睡眠に分類される。レム睡眠とは、睡眠中に激しく眼球が動いている状態である。哺
乳類などの発達した大脳皮質を有する高等動物の眠りには、レム睡眠とノンレム睡眠とが
一定のパターンで繰り返されることが知られている。何らかの睡眠障害が発生していると
、上述したパターンに乱れが生ずる。したがって、レム睡眠とノンレム睡眠といった睡眠
状態の出現パターンを監視して、健康な個体のパターンと比較することで、睡眠の質を評
価・診断することができる。
【０００３】
　睡眠状態は脳波によって示されるが、脳波を測定するためには、生体電気信号を取得す
るための生体電極をユーザーに取り付ける必要がある。そのため、一般に日常生活におい
て手軽に脳波を測定することは困難である。そこで、脳波に代えて脈波や脈拍間隔から睡
眠の状態を推定する技術が開発されている。特許文献１には、脈拍間隔を測定して自律神
経指標を計測する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３７５７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１において、測定対象は脈拍間隔であるため、従来の自律神経解析において蓄
積されていた脈波の生データに比較すると蓄積に必要なメモリー容量は少ない。しかしな
がら、測定した脈拍間隔を評価する際に、比較的高度な解析処理を行うため、高いデータ
処理能力が要求される。そのため、特許文献１に記載の技術では、装置の小型化が困難で
あり、電池による電力供給が長時間の使用に耐え得ないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、脈波や脈拍間隔を用
いる場合に比べて簡易な方法で、睡眠の質を評価することを可能にすることにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る睡眠評価装置は、単位時間あたりに検知手
段により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する計測手段と、前記生体が仰
向けの姿勢であるか、うつ伏せの姿勢であるか、仰向けでもうつ伏せでもない姿勢である
かを示す姿勢情報を取得する加速度センサーと、前記姿勢情報と前記心拍数とに基づき前
記生体が入眠したか否かを判別する判別手段と、前記判別手段により前記生体が入眠した
と判別された場合に、当該判別の時点からの経過時間に対する前記心拍数の変化から前記
生体の睡眠の質を判定する判定手段と、を具備することを特徴とする。
　これにより、脈波や脈拍間隔を用いる場合に比べて簡易な方法で、睡眠の質を評価する
ことができる。
【０００８】
　好ましくは、前記加速度センサーは前記生体の体動量情報をさらに取得し、前記判別手
段は、前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が予め決められた条件を満たし、且つ、前記生
体の体動量情報に示される体動量が閾値未満になったとき、前記生体が入眠したと判別す
るとよい。
　これにより、生体の体動量の変化を用いずにその生体が入眠したか否かの判別を行う場
合に比較して、その判別を正確に行うことができる。
【０００９】
　また、好ましくは、前記判別手段は、前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が予め決めら
れた条件を満たし、且つ、前記計測手段により計測された心拍数が閾値未満になったとき
、前記生体が入眠したと判別するとよい。
　これにより、生体の心拍数の変化を用いずにその生体が入眠したか否かの判別を行う場
合に比較して、その判別を正確に行うことができる。
【００１０】
　また、本発明に係る睡眠評価装置は、単位時間あたりに検知手段により検知された生体
の心拍の回数である心拍数を計測する計測手段と、前記生体の姿勢情報を取得する加速度
センサーと、前記姿勢情報と前記心拍数とに基づき前記生体が入眠したか否かを判別する
判別手段と、前記計測手段により計測された心拍数の移動平均を算出する算出手段と、前
記判別手段により前記生体が入眠したと判別された場合に、前記算出手段により算出され
た心拍数の移動平均の変化から前記生体の睡眠の質を判定する判定手段と、を具備するこ
とを特徴とする。
　これにより、心拍数の突発的な変化の影響を抑制することができる。
【００１１】
　また、好ましくは、前記判定手段は、睡眠の質と当該睡眠をしている生体の心拍数の変
化パターンとを対応付けて記録した対応表を取得し、取得した当該対応表に記録された前
記変化パターンと前記計測手段により計測された心拍数の変化パターンとを比較して前記
生体の睡眠の質を判定するとよい。
　これにより、対応表を用いない場合に比べて正確に睡眠の質を判定することができる。
【００１２】
　好ましくは、前記判別手段は、予め決められた時間に亘って前記姿勢情報が示す前記生
体の姿勢が仰向けまたはうつ伏せ状態であり、且つ、前記計測手段により計測された心拍
数が閾値未満になったとき、前記生体が入眠したと判別するとよい。
　好ましくは、前記判別手段は、前記姿勢情報が示す前記生体の姿勢が仰向けまたはうつ
伏せ状態でない状態であり、且つ、前記計測手段により計測された心拍数が閾値未満にな
ったとき、前記生体が入眠していないと判別するとよい。
　好ましくは、前記仰向けの姿勢とは、前記生体が重力方向における上に向かって±１０
度の範囲内に胴体を向けている姿勢であり、前記うつ伏せの姿勢とは、前記生体が重力方
向における下に向かって±１０度の範囲内に胴体を向けている姿勢であるとよい。
　好ましくは、前記判定手段は、前記心拍数の増減の周期に基づいて前記生体の睡眠の質
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を判定するとよい。
　好ましくは、前記判定手段は、前記心拍数の変化の速度が第１閾値以上である場合に前
記生体の睡眠の状態が第１状態に移行していると判定し、前記心拍数の変化の速度が第２
閾値以上であって第１閾値未満である場合に前記生体の睡眠の状態が維持されていると判
定し、前記心拍数の変化の速度が第２閾値未満である場合に前記生体の睡眠の状態が第２
状態に移行していると判定し、前記生体の睡眠の状態が移行する回数である移行回数、お
よび各状態が維持される時間に基づいて、前記生体の睡眠の質を判定するとよい。
　また、本発明に係る睡眠評価システムは、生体の心拍数を検知する検知手段と、上述の
睡眠評価装置とを具備することを特徴とする。
　これにより、脈波や脈拍間隔を用いる場合に比べて簡易な方法で、睡眠の質を評価する
ことができる。
【００１３】
　また、本発明に係るプログラムは、生体が仰向けの姿勢であるか、うつ伏せの姿勢であ
るか、仰向けでもうつ伏せでもない姿勢であるかを示す姿勢情報を検知する加速度センサ
ーから送信された当該姿勢情報を取得するコンピューターを、単位時間あたりに検知手段
により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する計測手段と、前記姿勢情報と
前記心拍数とに基づき前記生体が入眠したか否かを判別する判別手段と、前記判別手段に
より前記生体が入眠したと判別された場合に、当該判別の時点からの経過時間に対する前
記心拍数の変化から前記生体の睡眠の質を判定する判定手段として機能させるためのプロ
グラムである。
　このプログラムにより、脈波や脈拍間隔を用いる場合に比べて簡易な方法で、睡眠の質
を評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る睡眠評価システムの概略を示す図である。
【図２】睡眠評価装置の機能的構成を示す図である。
【図３】睡眠状態表の一例を示す図である。
【図４】質の高い睡眠時の評価動作例を示すグラフである。
【図５】質の低い睡眠時の評価動作例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
１．構成
１－１．睡眠評価システムの全体構成
　図１は、本発明の実施形態に係る睡眠評価システム９の概略を示す図である。睡眠評価
システム９は、睡眠評価装置１と加速度センサー２および光電センサー３とを具備するシ
ステムである。睡眠評価システム９は、生体の脈拍数に基づいてその生体の睡眠の質を評
価するシステムである。ここで、生体とは、脈拍又は心拍を計測することができる生き物
の体であり、睡眠の質の評価対象となるものである。ヒトの体（人体）は生体の一例であ
る。以下では、ヒトであるユーザーの体を評価対象の例として説明する。
【００１６】
　また、睡眠の質とは、その睡眠によって脳や体がどれほど休むことができ、疲労回復に
つながっているかを示す指標である。健康な生体であるほど、その睡眠の質は高い。睡眠
の質は、レム睡眠とノンレム睡眠の出現パターンやそれぞれの継続時間などのパラメータ
ーによって判定される。
【００１７】
　加速度センサー２および光電センサー３は、ともに睡眠評価装置１と接続し、それぞれ
検知した内容を睡眠評価装置１に向けて送信する。
　加速度センサー２は、静電容量型やピエゾ抵抗型等のセンサーであり、３軸方向の加速
度を測定することで、センサーの移動方向やセンサー取り付け部分の向きを検知する。加
速度センサー２は、例えばバンドによって人体の部分である腰や胸等の胴体部分に取り付
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けられ、その部分の動きに応じて動く。したがって、加速度センサー２から出力される情
報によって、この加速度センサー２を取り付けたユーザーが仰向けであるかうつ伏せであ
るかといった姿勢に関する情報を取得可能であるとともに、ユーザーがどれだけ体を動か
しているかを示す体動量に関する情報を取得可能である。
【００１８】
　光電センサー３は、生体の脈拍を検知するセンサーである。つまり、光電センサー３は
、生体の心拍を検知する検知手段の一例である。具体的には、光電センサー３は、発光ダ
イオードとフォトダイオードとコンバーターとを備える。血中ヘモグロビンは、ある波長
帯の光に強い吸収スペクトルを持っており、光電センサー３の発光ダイオードは、人体の
血管に向けてこの波長帯の光を照射する。したがって、発光ダイオードから照射された光
の透過光や反射光は、血管の容量変動に伴い変化する血中ヘモグロビン量に応じて変化す
る。光電センサー３のフォトダイオードは、光を電気信号に変換する受光素子である。フ
ォトダイオードは、上述した透過光や反射光を受光し、受光した光の光量に対応して変化
するアナログ信号を出力する。コンバーターは、この光量を示すアナログ信号をデジタル
信号に変換する。光電センサー３は、例えば、ユーザーの指などに取り付けられる。
【００１９】
１－２．睡眠評価装置の構成
　制御部１１は、図示しない電源から電力の供給を受けて駆動する。制御部１１は、ＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access
 Memory）、タイマー等を備える制御手段であり、ＲＯＭや記憶部１２に記憶されている
コンピュータープログラム（以下、プログラムという）をＲＡＭに読み出して実行するこ
とにより睡眠評価装置１の各部を制御する。ＲＡＭは、制御部１１のＣＰＵがプログラム
を実行する際のワークエリアとして利用される。タイマーは、水晶振動子を有する発振回
路を備えており、その発振回路から出力される発振信号に基づいて時間を計測し、現在時
刻を算出する。制御部１１は、プログラムを実行することにより、後述する検出部１１１
、判別部１１２、計測部１１３、前処理部１１４および判定部１１５として機能する。
【００２０】
　通信部１５は、加速度センサー２および光電センサー３との間で有線通信または無線通
信により情報を遣り取りする通信インターフェイスである。
　記憶部１２はＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
）やハードディスクドライブ等の大容量の記憶手段であり、制御部１１に読み込まれるプ
ログラムを記憶する。記憶部１２は、予め脳波を測定することで特定された睡眠の状態と
、その状態におけるユーザーの脈拍数の変化速度との関係を記述した睡眠状態表１２１を
記憶する。
　操作部１３は各種の指示を入力するための操作ボタンなどを備えており、ユーザーによ
る操作を受け付けてその操作内容に応じた信号を制御部１１に供給する。
　表示部１４は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示体を備えており、制御部１１から
の指示に応じて、睡眠の評価結果などを表示する。
【００２１】
１－３．睡眠評価装置の機能的構成
　図２は、睡眠評価装置１の機能的構成を示す図である。検出部１１１は、加速度センサ
ー２から送信された「姿勢」および「体動量」に関する各情報を取得すると、これらを解
釈して姿勢の角度や体動量を検出する。例えば、検出部１１１は、加速度センサー２を取
り付けたユーザーが重力方向における上に向かって±１０度の範囲内に胴体を向けている
ことを検出し、ユーザーが仰向けの姿勢をしていることを特定する。また、検出部１１１
は、ユーザーの１分あたりの体動量が５ｃｍ（センチメートル）であることなどを特定す
る。検出部１１１が検出した姿勢の角度および体動量は判別部１１２に伝えられる。
【００２２】
　なお、仰向けの姿勢とは、ユーザーが重力方向における上に向かって±１０度の範囲内
に胴体を向けていることであり、うつ伏せの姿勢とは、ユーザーが重力方向における下に
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向かって±１０度の範囲内に胴体を向けていることである。例えば、上方向から＋１０度
を超えて＋８０度未満の範囲に胴体を向けているのであれば、そのユーザーは仰向けでも
うつ伏せでもない状態である。
【００２３】
計測部１１３は、ユーザーの指などに取り付けられた光電センサー３から送信されたデジ
タル信号に基づいて、そのユーザーの脈拍数を計測する。脈拍数とは、評価対象であるユ
ーザーの脈が１分間あたりに刻む脈拍の回数である。脈拍は心拍と同期して変動するので
、脈拍数は心拍数の代用として計測することができる。すなわち、計測部１１３は、検知
手段により検知された生体の心拍の回数である心拍数を計測する計測手段として機能する
。具体的には、計測部１１３は、上記のデジタル信号が示す光量の微分値が或る閾値を超
えたときに脈拍を１回計測する。そして、計測部１１３は、１５秒間に計測された脈拍の
回数を４倍（４＝６０秒／１５秒）し、１分当たりの脈拍数として出力する。計測部１１
３が計測したユーザーの脈拍数は、判別部１１２および前処理部１１４に伝えられる。
なお、光電センサー３および計測部１１３は、ユーザーの脈拍数を計測する脈拍計測ユニ
ットＵ２を構成する。
【００２４】
　判別部１１２は、例えば、以下のようなルールを適用して評価対象であるユーザーが入
眠したか否かを判別する。
【００２５】
　ルール１：予め決められた時間に亘ってユーザーの姿勢が仰向けまたはうつ伏せ状態で
あり、体動量が閾値未満、且つ、脈拍数が閾値未満である場合には、ユーザーは睡眠中で
ある。
　ルール２：ユーザーの姿勢が仰向けまたはうつ伏せではない状態で、体動量が閾値未満
、且つ、脈拍数が閾値未満である場合には、ユーザーはうたた寝の状態である。
【００２６】
　そして、入眠したと判別した場合に、制御部１１は、その時点からの経過時間に対応付
けて計測された脈拍数を記憶する。
　すなわち、判別部１１２は、生体が入眠したか否かを判別する判別手段として機能する
。また、判別部１１２は、生体の体動量を検出する検出手段により検出された体動量が閾
値未満になったとき、前記生体が入眠したと判別する判別手段として機能する。また、判
別部１１２は、計測手段により計測された心拍数が閾値未満になったとき、前記生体が入
眠したと判別する判別手段として機能する。
　なお、加速度センサー２、検出部１１１および判別部１１２は、ユーザーが入眠したか
否かを判別する入眠判別ユニットＵ１を構成する。
【００２７】
　前処理部１１４は、判別部１１２によりユーザーが入眠したと判別された場合に、計測
部１１３から伝えられたユーザーの脈拍数に基づいて前処理に相当する演算を行う。前処
理部１１４は、前処理として、例えば、伝えられた脈拍数の移動平均を算出する。ここで
、或る時刻における数値の移動平均を算出するとは、その時刻までの直近の或る一定期間
における各数値の平均を算出することである。つまり、前処理部１１４は、計測手段によ
り計測された心拍数の移動平均を算出する算出手段として機能する。
【００２８】
　具体的には、前処理部１１４は、上述した１５秒置きに測定された脈拍数を２０回分集
計し、相加平均をとって移動平均として出力する。すなわち、直近の５分間に亘る脈拍数
の平均が得られる。これにより、１５秒置きに測定された脈拍数ではサンプリング誤差や
丸め誤差などの理由によって生じていた突発的な変動が平均化される。前処理部１１４で
算出された脈拍数の移動平均は、判定部１１５に伝えられる。
【００２９】
　判定部１１５は、前処理部１１４から伝えられた移動平均のうち、少なくとも連続する
２つをＲＡＭに記憶して、これらの差から脈拍数の変化速度を算出する。例えば、脈拍数



(8) JP 5760351 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

の或る時刻における移動平均とその或る時刻から一定期間経過した後の移動平均との差を
、その一定期間で除算すれば、その一定期間における脈拍数の変化速度が得られる。この
一定期間を例えば、脈拍数の測定間隔である１５秒のようになるべく短くすれば、この変
化速度は、脈拍数の時間関数における微分の近似として用いることができる。
【００３０】
　判定部１１５は、記憶部１２に記憶された睡眠状態表１２１に記述された脈拍数の変化
速度を参照し、算出した変化速度に対応する睡眠状態を特定する。特定された睡眠状態は
、記憶部１２に予め記憶されたルールにしたがって、その出現回数や間隔などが評価され
、これらを総合して睡眠の質が判定される。睡眠の質についての判定結果（評価）は、記
憶部１２に記憶されるとともに、表示部１４に表示される。すなわち、判定部１１５は、
判別手段により生体が入眠したと判別された場合に、算出手段により算出された心拍数の
移動平均の変化からその生体の睡眠の質を判定する判定手段として機能する。また、判定
部１１５は、睡眠の質と当該睡眠をしている生体の心拍数の変化パターンとを対応付けて
記録した対応表を取得し、取得した当該対応表に記録された前記変化パターンと計測手段
により計測された心拍数の変化パターンとを比較して前記生体の睡眠の質を判定する判定
手段として機能する。
　なお、前処理部１１４および判定部１１５は、ユーザーの睡眠の質を評価する睡眠評価
ユニットＵ３を構成する。
【００３１】
１－４．睡眠状態表の構成
　記憶部１２に記憶される睡眠状態表１２１について説明する。
　図３は、睡眠状態表１２１の一例を示す図である。睡眠状態表１２１は、脈拍数の変化
速度のフィールドと睡眠状態のフィールドが対応づけられている。この脈拍数の変化速度
とは、時間経過に伴って脈拍数が変化する速度を示した数値であり、脈拍数が変化するパ
ターンを表した数値の一例である。つまり、睡眠状態表１２１は、睡眠の質と当該睡眠を
している生体の心拍数の変化パターンとを対応付けて記録した対応表の一例である。
【００３２】
　例えば、同図に示した睡眠状態表１２１によれば、脈拍数の変化速度が１．２回／分以
上である場合には、ユーザーの睡眠状態は「レム睡眠移行」である。すなわち、脈拍数の
変化速度が１分あたり１．２回以上増加しているときには、ユーザーはレム睡眠に移行し
ていることを示している。一方、脈拍数の変化速度が－０．１回／分以上であって、１．
２回／分未満であるときには、ユーザーの睡眠状態は「状態継続」であるから、それまで
の睡眠状態が継続されていることを示している。そして、脈拍数の変化速度が－０．１回
／分未満になると、ユーザーの脈拍数は低下していくので、睡眠状態は「ノンレム睡眠移
行」となる。つまり、ユーザーはノンレム睡眠に移行する。
【００３３】
２．動作例
２－１．質の高い睡眠時の評価動作例
　図４は、質の高い睡眠時の評価動作例を示すグラフである。このグラフの横軸は、ユー
ザーが入眠してからの経過時間である「睡眠時間」を分単位で表したものである。このグ
ラフの縦軸は、計測部１１３で計測されたユーザーの脈拍数を表したものである。同図に
おいて４つの矢線は「レム睡眠移行」の睡眠状態が出現した時点を表している。この場合
、ユーザーは、睡眠時間４００分の間にレム睡眠に４回移行しており、かつ、その間隔が
徐々に短くなっていることや、１回のレム睡眠およびノンレム睡眠の時間が例えば６０分
以上あることなどから、質の高い睡眠が得られていることが評価される。この評価のルー
ルは記憶部１２や制御部１１のＲＯＭなどに予め設定されている。
【００３４】
２－２．質の低い睡眠時の評価動作例
　一方、図５は、質の低い睡眠時の評価動作例を示すグラフである。図５の縦軸および横
軸は、図４のそれらと同じであるため、説明を省略する。同図において７つの矢線は「レ
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ム睡眠移行」の睡眠状態が出現した時点を表している。この場合、ユーザーは、睡眠時間
４００分の間にレム睡眠に７回移行していることとなり、これらの間隔は短く、かつ、徐
々に短くなるというような規則性もない。したがって、図５における睡眠は、図４におけ
る睡眠に比較して質が低いものであることがわかる。
【００３５】
　また、図示しないが、例えば、レム睡眠への移行回数やレム睡眠状態の合計時間が図４
におけるそれらと同じであったとしても、レム睡眠移行の睡眠状態の出現間隔が、図４に
おけるそれとは逆に、徐々に長くなるといった場合には、上述した評価のルールにおいて
質の低い睡眠と評価されるようになっている。
【００３６】
　以上、説明したように、睡眠評価システム９によれば、深い睡眠状態（ノンレム睡眠）
と浅い睡眠状態（レム睡眠）とが、脈拍数の増減の周期に基づいて判定することができ、
このサイクルが正しく繰り返されているか、各睡眠状態が継続する時間はそれぞれ十分か
などを、それぞれに定められた閾値と比較することで、睡眠の質を評価することが可能で
ある。
【００３７】
　脈拍間隔を測定して自律神経指標を取得する場合には、一連の脈波間隔データを周波数
スペクトル分布に変換し、周波数スペクトル分布に変換した一連の脈波間隔データから求
めた低周波数領域と高周波数領域におけるパワースペクトルの値を求める必要があった。
そのため、単純に１分あたりの脈拍の回数を計測する場合に比べ、蓄積するデータ量は多
く、また、計算も複雑であった。上述したように、睡眠評価システム９によれば、脈拍間
隔を測定する必要はなく、より簡易な脈拍数を計測するだけで、睡眠の質を評価すること
が可能である。
【００３８】
３．変形例
　以上が実施形態の説明であるが、この実施形態の内容は以下のように変形し得る。また
、以下の変形例を組み合わせてもよい。
【００３９】
（１）上述の実施形態において、睡眠評価装置１の制御部１１により実現する前処理部１
１４は、脈拍数の移動平均を算出し、判定部１１５は、前処理部１１４から伝えられた移
動平均に基づいて、脈拍数の変化速度を得てこれに対応する睡眠状態を特定していたが、
判定部１１５は、脈拍数の移動平均ではなく、計測された脈拍数そのものの変化速度を求
め、これに対応する睡眠状態を特定してもよい。移動平均を算出するのは、サンプリング
誤差や丸め誤差などによる突発的な変動を除外するためであり、脈拍が安定している場合
には、移動平均を算出する必要がない場合もあるからである。要するに、判定部１１５は
、判別手段により生体が入眠したと判別された場合に、その判別の時点からの経過時間に
対応付けて計測手段により計測された心拍数を記憶し、経過時間に対する心拍数の変化か
ら前記生体の睡眠の質を判定する判定手段として機能すればよい。
【００４０】
　ところで、この場合、上述のように計測部１１３が１５秒間に計測された脈拍の回数を
４倍し、１分当たりの脈拍数として出力すると、１回の計測で得られる脈拍数の精度は整
数の精度となるので、十分な精度が得られない場合がある。したがって、計測部１１３は
、例えば脈拍の度に、前回の脈拍との時間間隔を算出し、脈拍数を演算してもよい。具体
的には、計測部１１３は、血管の容量が増大しはじめるタイミングを１回の拍動として特
定する。そして、その拍動が検知された時刻である基準時刻０秒から０．９１２秒後に次
の拍動が検知されたとすると、計測部１１３は、０．９１２秒の時点での脈拍数を６５．
７９（＝６０／０．９１２）として計測する。また、０．９１２秒後の時点から０．８９
５秒後、つまり、基準時刻から１．８０７秒後に、次の拍動が検知されたとすると、計測
部１１３は、１．８０７秒の時点での脈拍数を６７．０４（＝６０／０．８９５）として
計測する。このように、１回の脈拍間隔を用いることにより、脈拍数の計測精度を上げる
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ことができる。
【００４１】
　なお、この場合であっても、蓄積したデータを周波数スペクトル分布に変換するといっ
た処理を行わないので、睡眠評価システム９は、脈拍間隔測定に比較して、簡易な構成と
なる。また、１回の拍動が検知される度に、脈拍数を計測するのではなく、複数回の拍動
が検知されたときに、その間の時間から脈拍数を計測してもよい。また、判定部１１５は
、これにより計測された脈拍数について移動平均を算出し、その移動平均の変化から睡眠
の質を判定してもよい。
【００４２】
（２）上述の実施形態において、判別部１１２は、体動量が閾値未満であり、且つ、脈拍
数が閾値未満である場合に、ユーザーが入眠したと判別していたが、体動量または脈拍数
のいずれか一方がそれぞれに対応付けられた閾値未満であるときに、ユーザーが入眠した
と判別するようにしてもよい。また、睡眠評価装置１の操作部１３によって、ユーザーが
所定の操作をした場合に、判別部１１２は、ユーザーが入眠したと判別するようにしても
よい。要するに、判別部１１２は、生体が入眠したか否かを判別する判別手段として機能
すればよい。
【００４３】
（３）上述の実施形態において、睡眠状態表１２１は、脈拍数が変化するパターンを表し
た数値として、脈拍数の変化速度を記述していたが、脈拍数の変化パターンはその変化速
度に限られない。例えば、脈拍数の変化加速度であってもよい。脈拍数の変化加速度とは
、変化速度の変化速度であり、脈拍数の時間関数における二次微分に相当するものである
。これにより、例えば、変化速度が正の値であったとしても、脈拍数がはじめに急激に上
昇し、次第にその上昇の度合いが低減していくような場合には、二次微分に相当する変化
加速度は負の値である。一方、同様に、変化速度が正の値であったとしても、脈拍が増加
するにしたがってその増加の速度が上昇するような場合には、変化加速度は正の値である
。このように、変化のパターンは速度のほか加速度や他の解析値で表されてもよい。
【００４４】
（４）上述の実施形態において、記憶部１２は、予め脳波を測定することで特定された睡
眠の状態と、その状態におけるユーザーの脈拍数の変化速度との関係を記述した睡眠状態
表１２１を記憶していた。これにより、脈拍数と脳波との関係に関する個人差の影響が抑
制されたが、記憶部１２は、評価対象であるユーザーのパラメーターを記憶した睡眠状態
表１２１ではなく、他のユーザーや、予めサンプリングされた集団などについて測定され
たパラメーターが記述された対応表を記憶してもよい。また、年齢・性別などの属性に応
じて、その対応表が複数種類、用意されていてもよい。この場合、その副数種類の対応表
から評価対象であるユーザーの属性に応じて、１の対応表を選択すればよい。
【００４５】
（５）上述の実施形態において、睡眠評価装置１の制御部１１によって実行されるプログ
ラムは、磁気テープや磁気ディスクなどの磁気記録媒体、光ディスクなどの光記録媒体、
光磁気記録媒体、半導体メモリーなどの、コンピューター装置が読み取り可能な記録媒体
に記憶された状態で提供し得る。また、このプログラムを、インターネットのようなネッ
トワーク経由でダウンロードさせることも可能である。なお、上記の制御部１１によって
例示した制御手段としてはＣＰＵ以外にも種々の装置を適用することができ、例えば、専
用のプロセッサーなどを用いてもよい。
【００４６】
（６）上述の実施形態において、計測部１１３は、心拍数の代用としてユーザーの脈拍数
を計測していたが、直接、そのユーザーの心拍数を計測してもよい。心拍数は例えば、心
臓の電気信号を検知する心電センサーを用いて計測される。
【符号の説明】
【００４７】
１…睡眠評価装置、１１…制御部、１１１…検出部、１１２…判別部、１１３…計測部、
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１１４…前処理部、１１５…判定部、１２…記憶部、１２１…睡眠状態表、１３…操作部
、１４…表示部、１５…通信部、２…加速度センサー、３…光電センサー、９…睡眠評価
システム、Ｕ１…入眠判別ユニット、Ｕ２…脈拍計測ユニット、Ｕ３…睡眠評価ユニット
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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